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大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
自
衛
隊
員
が
職
務
遂
行
上
で
他
国
軍
兵
士
を
殺
害
し
た
場
合
に
お
い
て
も
殺
人
罪
に
問
わ
れ

な
い
根
拠
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
自
衛
隊
員
が
職
務
遂
行
上
で
他
国
軍
兵
士
を
殺
害
し
た
場
合
に
お
い
て
も
殺
人
罪
に
問

わ
れ
な
い
根
拠
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
、
自
衛
隊
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
が
同
法

第
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
行
う
武
力
行
使
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

十
五
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
。


